
（平成２３年１１月２４日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 2 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 1 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 4 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 2 件

年金記録確認和歌山地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



和歌山国民年金 事案 818  

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成 12 年４月の国民年金保険料については、免除されていたもの

と認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号  ：  

生 年 月 日 ： 昭和 32年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 12年４月 

年金事務所の回答によると、申立期間の国民年金保険料が未納とされてい

る。 

しかし、私は、申立期間を含む平成 12 年度及び前後の年度について、毎

年度当初に、国民年金保険料の免除申請を行っていたはずであり、申立期間

を含む 12 年度だけ６月に免除申請を行ったこととされており、申立期間の

保険料だけ未納とされていることに納得できない。 

申立期間の国民年金保険料は、未納ではなく免除されているはずなので、

記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   国民年金保険料の免除申請は、制度上、審査を経て申請があった日の属する

月の前月から承認されることとされており、オンライン記録によると、申立人

の申立期間に係る平成 12年度の免除申請日は平成 12年６月７日であり、同年

度における申請免除の始期は同年５月であることから、申立期間は未納期間と

されている。 

   しかしながら、申立人の申立期間当時の住所地であるＡ市町村の電算記録及

び申立人が申立期間後に住所を移したＢ市町村の電算記録によると、申立期間

はいずれも申請免除期間であることが確認できる上、オンライン記録において、

申立人の平成４年度から 13年度までの免除申請日について見ると、12年度を

除き、いずれも５月末日までであることが確認できることを踏まえると、申立

人は、申立期間に係る 12年度についても平成 12年５月末日までに免除申請を

行っていたものと考えるのが自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を免除されていたものと認められる。 



和歌山厚生年金 事案 852  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格取

得日に係る記録を昭和 36 年３月６日に訂正し、申立期間の標準報酬月額に係

る記録を同年３月から同年９月までを１万 2,000 円とし、同年 10 月から 37

年１月までを１万 6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号  ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 36年３月６日から 37年２月 16 日まで 

私は、昭和 36 年３月６日にＣ社（現在は、Ｄ社）に入社し、２週間の研

修を経て、Ａ社に配属されたが、年金事務所の記録によると、Ａ社における

厚生年金保険の資格取得日は 37年２月 16日とされている。 

申立期間について、調査の上、厚生年金保険被保険者期間として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｄ社から提出された申立人の人事記録により、申立人が昭和 36 年３月６日

にＣ社に入社し、同年３月 21日にＡ社に配属されたことが確認できる。 

また、Ｃ社及びＡ社が加入していたＤ健康保険組合の健康保険加入証明書に

より、申立人が、入社日と同日の昭和 36 年３月６日に被保険者資格を取得し

ていることが確認できる。 

さらに、オンライン記録によると、Ａ社において、申立人と同日の昭和 37

年２月 16 日に厚生年金保険被保険者資格を取得している同僚は、同社Ｅ営業

所に 36 年６月２日に入社したと記憶しており、当該同僚から提出された同年

12 月の給料明細書によると、資格取得時の標準報酬月額に相当する厚生年金

保険料が給与から控除されていることが確認できる上、別の同僚は、「Ａ社及

びＦ社の給与計算については、Ｃ社で一括して行っており、同じ給料明細書を



使用していた。」旨供述しているところ、当該給料明細書には、Ｃ社及びＦ社

の社名が印刷されており、その上に「Ａ社」のゴム印が押されていることが確

認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間に係る標準報酬月額については、上記の同僚が所持する給料

明細書における保険料控除額、Ｃ社に昭和 36 年３月６日に申立人とともに入

社した同僚の記録及びＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿における申立人

の 37年２月の記録から、36年３月から同年９月までを１万 2,000円とし、同

年 10月から 37年１月までを１万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は保険料を納付したか否かについては不明としているが、仮に、事業主から

申立人に係る被保険者資格取得届が提出された場合には、その後の報酬月額算

定基礎届及び当該届出に基づく定時決定が記録されることとなるが、いずれの

機会においても社会保険事務所（当時）がこれを記録しないとは考え難いこと

から、事業主から社会保険事務所へ資格の取得等に係る届出は行われておらず、

その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 36年３月から 37年１月まで

の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係る保険

料を納付する義務を履行していないと認められる。 



和歌山国民年金 事案 816  

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 60年１月から 62年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等   

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 60年１月から 62年３月まで 

年金事務所の記録では、申立期間の国民年金保険料を納付していないこと

とされている。 

しかし、私の国民年金については、母親が加入手続を行い、申立期間の国

民年金保険料を納付してくれていたので、申立期間について、調査の上、記

録の訂正を希望する。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人の基礎年金番号は厚生年金保険の被保険者

番号であり、基礎年金番号で国民年金保険料が納付できるのは、平成９年１月

以降である。このため、申立人が申立期間の保険料を納付するには、別途国民

年金手帳記号番号が払い出されていることが必要となるが、申立人に対して、

同手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらない

ことから、申立期間は国民年金の未加入期間に該当し、制度上、保険料を納付

することができない。 

また、申立人は、国民年金の加入手続及び国民年金保険料の納付に関与して

おらず、これらを行ったとされる申立人の母親は、「長男（申立人）の国民年

金の加入手続や国民年金保険料の納付については、覚えていない。」と供述し

ていることから、当時の国民年金の加入状況及び保険料の納付状況について具

体的な供述は得られない。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料の納付をうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

  



和歌山国民年金 事案 817  

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 47年８月から 50年１月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 47年８月から 50年１月まで 

年金事務所の記録では、申立期間の国民年金保険料を納付していないこと

とされている。 

しかし、私の国民年金については、父親がＡ市町村（現在は、Ｂ市町村）

役場で加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料を納付してくれていたの

で、申立期間について、調査の上、記録の訂正を希望する。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人の基礎年金番号は平成９年８月４日に付番

されていることが確認できるところ、申立期間当時、国民年金保険料を納付す

るには、国民年金手帳記号番号が払い出されていることが必要となるが、申立

人に対して、同手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見

当たらない上、申立人から国民年金の加入手続について具体的な主張は無いこ

とから、申立期間は国民年金の未加入期間に該当し、制度上、保険料を納付す

ることができない。 

また、申立人は、｢私の国民年金については、父親がＡ市町村役場で加入手

続を行い、申立期間の国民年金保険料を納付してくれていた。｣と申し立てて

おり、国民年金の加入手続及び国民年金保険料の納付に関与しておらず、これ

らを行ったとされる申立人の父親は既に死亡していることから、当時の国民年

金の加入状況及び保険料の納付状況について確認することができない。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料の納付をうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



和歌山厚生年金 事案 850  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成９年６月 30日から同年７月１日まで 

ねんきん定期便によると、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者資格は平成９

年６月30日に喪失したこととされている。 

しかしながら、私は、平成９年６月30日までＡ社のＢ事業所で勤務してい

たので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された平成９年６月分及び同年７月分の給与明細書から、申

立人は、申立期間において、Ａ社に勤務していたことが推認できる。 

しかしながら、Ａ社は、「当社は、社会保険料の給与からの控除は、翌月控

除である。」と回答しているところ、上記の平成９年７月分の給与明細書によ

ると、同年７月分給与の総支給額は 12万 6,868円であり、控除額の合計は 504

円と記載されていることが確認でき、当該控除額は、総支給額に見合う雇用保

険の一般保険料額と一致していることから、申立人の同社における同年６月の

厚生年金保険料は控除されていないことがうかがえる。 

また、Ａ社は、「月末に退職する者に対しては、厚生年金保険料等の控除に

ついて説明し、資格喪失日を末日にするか翌月１日にするか選択させていた。

月末を資格喪失日とした場合、退職した月の厚生年金保険料は控除することは

ない。」と回答しており、申立人の同社に係る雇用保険被保険者記録における

離職日（平成９年６月 29日）は、厚生年金保険被保険者記録の資格喪失日（離

職日の翌日）と符合している。 

さらに、申立人は、「Ａ社から振り込まれた明細票を持っているが、ここか

ら申立期間の厚生年金保険料の控除が確認できるかもしれない。」として、平

成９年８月４日付け郵便振替受入明細票を提出しているものの、当該明細票に

は振込金額の内訳が記載されていないことから、申立人の申立期間に係る厚生



年金保険料の控除について確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が、厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



和歌山厚生年金 事案 851 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和42年４月頃から43年４月頃まで 

② 昭和43年５月頃から44年６月頃まで 

③ 昭和44年７月頃から45年11月頃まで 

④ 昭和45年12月頃から47年７月頃まで 

⑤ 昭和47年８月頃から48年７月頃まで 

⑥ 昭和48年８月頃から49年12月頃まで 

⑦ 昭和49年12月頃から50年11月頃まで 

⑧ 昭和50年12月頃から51年６月頃まで 

⑨ 昭和51年７月頃から53年２月頃まで 

申立期間①については、私は、昭和 42 年４月頃にＡ市町村にあったＢ社

に入社し、Ｃ駅付近にあった同社Ｄ事業部のＥという名の事業所で 43 年４

月頃まで勤務していた。 

申立期間②については、私は、昭和 43 年５月頃にＦ市町村Ｇ地区にあっ

たＨ社に入社し、同社が経営するＨという名の事業所で 44 年６月頃まで勤

務していた。 

申立期間③については、私は、昭和 44 年７月頃にＩ市町村Ｊ地区にあっ

たＫ社に入社し、同社が経営するＫという名の事業所で 45年 11月頃まで勤

務していた。 

申立期間④については、私は、昭和 45年 12 月頃にＩ市町村Ｌ地区の国道

沿いにあったＭ社に入社し、同社が経営するＭという名の事業所で 47 年７

月頃まで勤務していた。 

申立期間⑤については、私は、昭和 47 年８月頃にＩ市町村Ｊ地区にあっ

たＮ社に入社し、同社が経営するＮという名の事業所で 48 年７月頃まで勤

務していた。 

申立期間⑥については、私は、昭和 48 年８月頃にＩ市町村Ｏ地区にあっ



たＰ社に入社し、同社が経営するＰという名の事業所で 49年 12月頃まで勤

務していた。 

申立期間⑦については、私は、昭和 49年 12 月頃にＩ市町村Ｑ地区のＲ駅

付近にあったＳ社に入社し、同社が経営するＳという名の事業所で 50年 11

月頃まで勤務していた。 

申立期間⑧については、私は、昭和 50年 12 月頃にＴ市町村の国道沿いに

あったＵ社に入社し、同社が経営するＵという名の事業所で 51 年６月頃ま

で勤務していた。 

申立期間⑨については、私は、昭和 51 年７月頃にＩ市町村Ｊ地区にあっ

たＶ社に入社し、同社が経営するＶという名の事業所で 53 年２月頃まで勤

務していた。 

年金事務所の記録では、各事業所における厚生年金保険被保険者記録が無

いので、申立期間①から⑨までについて厚生年金保険被保険者として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、オンライン記録により、Ｗ都道府県内において、Ｂ社

及びｂ社の名称で確認したものの、厚生年金保険の適用事業所としての記録は

見当たらないことから、類似する名称の事業所を検索したところ、Ｘ社という

名称の適用事業所が確認できた。そこで、同社に照会したところ、同社は、「Ｂ

社とＸ社は関連会社だった。当時、Ｅ事業所は、Ｘ社が経営していた。」と回

答していることから、申立人が申し立てている事業所は同社であると考えられ、

申立人が記憶するＥ事業所があったビルの状況及び同僚の供述から、期間の特

定はできないものの、申立人は、同社が経営していたＥ事業所で勤務していた

ことは推認できる。 

しかしながら、オンライン記録及びＸ社に係る事業所別被保険者名簿による

と、同社に係る厚生年金保険被保険者記録に申立人の氏名は見当たらない。 

また、上記の被保険者名簿において、申立期間①に厚生年金保険被保険者記

録が確認できる同僚５人は、「厚生年金保険は、会社側の判断で加入させてい

た。」と回答しており、Ｘ社は、「当時は、人の出入りが激しかったので、入社

後すぐには厚生年金保険に加入させておらず、しばらく様子を見ていたと思わ

れる。」と回答していることを踏まえると、同社では、必ずしも全ての従業員

を厚生年金保険に加入させていたわけではないことがうかがえる。 

さらに、Ｘ社は、「当時の健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届の控え

等の一部を保管しているが、それらの中に申立人の氏名は見当たらない。」と

回答している上、上記の被保険者名簿において、申立期間①に厚生年金保険被

保険者記録が確認できる同僚のうち、連絡の取れた 29 人からは、申立人の申

立期間①における厚生年金保険料控除についての供述は得られなかった。 

加えて、上記の被保険者名簿には、健康保険の整理番号に欠番が無いことか



ら、申立人の申立期間①に係る社会保険事務所（当時）の記録が失われたとは

考え難い。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

申立期間②について、申立人は、Ｆ市町村Ｇ地区にあったＨ社に入社し、厚

生年金保険に加入していたと申し立てている。 

しかしながら、オンライン記録により、Ｗ都道府県内において、Ｈ社及びＹ

社の名称で確認したところ、類似名称の厚生年金保険の適用事業所が複数確認

できるものの、これらの事業所に係る厚生年金保険被保険者記録に、申立人の

氏名は見当たらない。 

また、申立人が記憶するＨ社の所在地を管轄する法務局において、申立人が

申し立てている業務内容と一致する商業登記の記録は見当たらないことから、

同社の事業主及び役員等の所在を確認することができない上、申立人は、同社

における同僚の氏名を記憶していないことから、申立人の申立期間②における

勤務実態及び厚生年金保険料控除について供述を得ることができない。 

このほか、申立人の申立期間②における勤務実態及び厚生年金保険料の控除

について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

申立期間③について、申立人は、Ｉ市町村Ｊ地区にあったＫ社に入社し、厚

生年金保険に加入していたと申し立てている。 

しかしながら、オンライン記録により、Ｚ都道府県において、Ｋ社及びａ社

の名称で確認したものの、厚生年金保険の適用事業所としての記録は見当たら

ない。 

また、申立人が記憶するＫ社の所在地を管轄する法務局において、商業登記

の記録は見当たらないことから、同社の事業主及び役員等の所在を確認するこ

とができない上、申立人は、同社における同僚の氏名を記憶していないことか

ら、申立人の申立期間③における勤務実態及び厚生年金保険料控除について供

述を得ることができない。 

さらに、オンライン記録によると、申立人は、昭和 44年５月 13日に国民年

金に加入し、45年４月から同年 11月までの国民年金保険料を納付しているこ

とが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間③における勤務実態及び厚生年金保険料の控除

について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

申立期間④について、申立人は、Ｉ市町村Ｌ地区にあったＭ社に入社し、厚

生年金保険に加入していたと申し立てている。 

しかしながら、オンライン記録により、Ｚ都道府県において、Ｍ社及びｂ社

の名称で確認したものの、厚生年金保険の適用事業所としての記録は見当たら

ない。 

また、申立人が記憶するＭ社の所在地を管轄する法務局において、商業登記

の記録は見当たらないことから、同社の事業主及び役員等の所在を確認するこ



とができない上、申立人は、同社における同僚の氏名を記憶していないことか

ら、申立人の申立期間④における勤務実態及び厚生年金保険料控除について供

述を得ることができない。 

さらに、オンライン記録によると、申立人は、昭和 45 年 12 月から 47 年７

月までの国民年金保険料を納付していることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間④における勤務実態及び厚生年金保険料の控除

について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

申立期間⑤について、申立人は、Ｉ市町村Ｊ地区にあったＮ社に入社し、厚

生年金保険に加入していたと申し立てているが、オンライン記録により、Ｚ都

道府県において、Ｎ社及びｃ社の名称で確認したものの、厚生年金保険の適用

事業所としての記録は見当たらない。 

また、申立人が記憶するＮ社の所在地を管轄する法務局において、商業登記

の記録を確認したところ、ｄという名称の事業所が確認でき、同事業所の元事

業主は、「以前、Ｎという名の事業所を経営していた。申立人のことを記憶し

ている。」と回答していることから、期間の特定はできないものの、申立人が

同事業所で勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、上記の元事業主は、「昭和 43 年頃に個人事業所としてＮ事業

所を開業し、54 年に法人となったが、開業から廃業までの期間において厚生

年金保険の適用事業所になったことはなく、従業員の給与から厚生年金保険料

は控除していなかった。」と供述しているところ、オンライン記録によると、

当該事業所が厚生年金保険の適用事業所となった記録は見当たらない。 

また、オンライン記録によると、申立人は、昭和 47年８月から同年 12月ま

での期間及び 48 年４月から同年７月までの期間の国民年金保険料を納付して

いることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間⑤における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

申立期間⑥について、申立人は、Ｉ市町村Ｏ地区にあったＰ社に入社し、厚

生年金保険に加入していたと申し立てている。 

しかしながら、オンライン記録により、Ｚ都道府県において、Ｐ社及びｅ社

の名称で確認したものの、厚生年金保険の適用事業所としての記録は見当たら

ない。 

また、申立人が記憶するＰ社の所在地を管轄する法務局において、商業登記

の記録は見当たらないことから、同社の事業主及び役員等の所在を確認するこ

とができない上、申立人は、同社における同僚の氏名を記憶していないことか

ら、申立人の申立期間⑥における勤務実態及び厚生年金保険料控除について供

述を得ることができない。 

さらに、オンライン記録によると、申立人は、昭和 48 年８月から 49 年 12

月までの国民年金保険料を納付していることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間⑥における勤務実態及び厚生年金保険料の控除



について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

申立期間⑦について、申立人は、Ｉ市町村Ｑ地区のＳ社に入社し、厚生年金

保険に加入していたと申し立てているが、オンライン記録により、Ｚ都道府県

において、Ｓ社及びｆ社の名称で確認したところ、類似名称の厚生年金保険の

適用事業所が複数確認できるものの、これらの事業所に係る厚生年金保険被保

険者記録に、申立人の氏名は見当たらない。 

また、申立人は、「当時、Ｓ社の社長は、Ｉ市町村ｇ地区でｈという会社を

やっていた。」と供述していることから、オンライン記録でｈという名称の事

業所を検索したところ、Ｚ都道府県において、ｈ事業所という名称の適用事業

所が確認できたため、同事業所に照会したところ、同事業所の事業主は、「昭

和 40 年代後半から 15 年か 16 年ほど、Ｉ市町村内のＲ駅付近でＳという事業

所を経営していた。」と回答していることから、申立人が申し立てている事業

所は同事業所であるものと考えられる。 

しかしながら、ｈ事業所の事業主は、申立人のことを記憶しておらず、同事

業所は、「当時の資料は、保管していない。」と回答していることから、申立人

の申立期間⑦における勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認する

ことができない。 

また、上記の事業主は、「このＳ事業所は、開業してから廃業するまでの期

間ずっと個人事業所であった。当時は、厚生年金保険の適用事業所ではなく、

従業員の給与から厚生年金保険料は控除していなかった。」と供述している。 

さらに、ｈ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票を確認したもの

の、申立人の同被保険者原票は無く、健康保険の整理番号に欠番も見当たらな

い上、オンライン記録によると、申立人は、昭和 49年 12月から 50年 11月ま

での国民年金保険料を納付していることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間⑦における勤務実態及び厚生年金保険料の控除

について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

申立期間⑧について、申立人は、Ｔ市町村にあったＵ社に入社し、厚生年金

保険に加入していたと申し立てている。 

しかしながら、オンライン記録により、Ｚ都道府県において、Ｕ社及びｉ社

の名称で確認したものの、厚生年金保険の適用事業所としての記録は見当たら

ない。 

また、申立人が記憶するＵ社の所在地を管轄する法務局において、商業登記

の記録は見当たらないことから、同社の事業主及び役員等の所在を確認するこ

とができない上、申立人は、同社における同僚の氏名を記憶していないことか

ら、申立人の申立期間⑧における勤務実態及び厚生年金保険料控除について供

述を得ることができない。 

さらに、オンライン記録によると、申立人は、昭和 50 年 12 月から 51 年６

月までの国民年金保険料を納付していることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間⑧における勤務実態及び厚生年金保険料の控除



について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

申立期間⑨について、申立人は、Ｉ市町村Ｊ地区にあったＶ社に入社し、厚

生年金保険に加入していたと申し立てている。 

しかしながら、オンライン記録により、Ｚ都道府県において、Ｖ社及びｊ社

の名称で確認したところ、類似名称の厚生年金保険の適用事業所が複数確認で

きるものの、これらの事業所に係る厚生年金保険被保険者記録に、申立人の氏

名は見当たらない。 

また、申立人が記憶するＶ社の所在地を管轄する法務局において、申立人が

申し立てている業務内容と一致する商業登記の記録は見当たらないことから、

同社の事業主及び役員等の所在を確認することができない上、申立人は、同社

における同僚の氏名を記憶していないことから、申立人の申立期間⑨における

勤務実態及び厚生年金保険料控除について供述を得ることができない。 

さらに、オンライン記録によると、申立人は、昭和 51年７月から 52年３月

までの国民年金保険料を納付していることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間⑨における勤務実態及び厚生年金保険料の控除

について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①から⑨までに係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 


